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平成２６年（行ウ）第８号ほか 

原告  原告１－１ほか 

被告  国ほか 

上申書 

２０１９年１１月２９日 

福島地方裁判所民事部 御中          

                 

              原告ら訴訟代理人 弁護士  柳  原  敏  夫  

ほか１８名   

 

２２日に裁判所よりご連絡いただいた、原告の本年１０月２３日付「質問項目に関

する上申書」（以下、本書面という）の見直しの件につきまして、再考の結果、本書

面に記載の原告の質問項目のうち３、説明責任と取材対応については、甲状腺検査や

甲状腺がんの基本的事実というより、それらに関する説明責任に焦点を当てたもので

あり、真相解明の観点からは重要な事実とはいえ、「本訴の請求原因事実との関連

性」が弱いことにかんがみこれを取り下げることにした。 

それ以外の質問項目は、下記の理由から、このまま鈴木眞一氏自身に検討していた

だき、その中から「回答する、しない」を鈴木氏本人が判断し、もし回答しない場合

にはその理由を示して陳述書を作成していただくことを要望する。 

記 

１、原告の質問項目の全てについて鈴木氏の回答を求める理由 

(1)、「３、説明責任と取材対応について」以外の原告の質問項目はいずれも、甲状腺

検査や甲状腺がんの基本的事実に関するものであり、充実した証人尋問の準備に向け

てゆるがせに出来ない、不可欠の前提事実を確認するためのものであり、このうちど

れを削り、どれを残すかを選択することは原告にとって著しく困難であること、 

(2)、他方で、原告の質問項目はいずれも甲状腺の学識経験に属するものであり、素人

にとっては困難だとしても、甲状腺の専門医にとって回答することは容易であること。  

(3)、さらに、原告の質問事項のうち回答がイエス、ノーだけで済むものもあり、簡単

であること。  

(4)、これに対し、今回の質問はあくまでも本番の尋問の前提事実の確認のためであり、

もし質問項目を削ってその確認が取れないものについては改めて、証人尋問で質問す
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ることとなり、それは時間を浪費し、充実した証人尋問にとっての妨げになること。 

 

２、原告の質問項目に回答しない場合、その理由を陳述書中に明らかにすることを求

める理由 

(1)、通常の陳述書とは異なり、今回、「実効性ある証人尋問」という見地から、裁判

所の訴訟指揮により、一方当事者からの質問に回答する形で陳述書を作成するという

手続がとられたことは或る意味で、本番の証人尋問の予行演習のごとき性格を帯びる

ものである。他方、証人尋問においては、「実効性ある証人尋問」を期するため、証

人が尋問に答えない場合には証言拒絶の理由を疎明しなければならないとしている

（民訴法１９８条）。そこで、同じく、「実効性ある証人尋問」を期するために採用

した、証人尋問の予行演習のごとき鈴木氏の陳述書作成において、質問に回答しない

ことはいわば証言拒絶に匹敵する行為と解されるから、証言拒絶の場合に準じて、そ

の理由を明らかにすることが「実効性ある証人尋問」を実現し、真実発見に向けて事

案解明を果す上で適切と考えるからである。 

(2)、もし鈴木氏が質問に回答しない理由を具体的に明らかにしない場合には、原告と

しては、その理由について証人尋問で確認せざるを得ないが、かような前提事実の確

認のためにわざわざ尋問時間を費やすことは「実効性ある証人尋問」の妨げと言わざ

るを得ないからである。 

(3)、なお、鈴木氏が回答できない理由として「本訴の請求原因事実との関連性がない

こと」を持ち出すことが失当であることは本日付け「本年１０月１２日付被告福島県

の意見に対する意見書」で明らかにした通りである。よって、ここでは、それ以外の、

証言拒絶の場合に準じた理由が示されることになる。 

以 上 


